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①免除申請 ②若年者納付猶予申請 ③学生納付特例申請

対象
国民年金保険料の
納付が困難な人
（学生を除く）

国民年金保険料の納付が
困難な20歳以上
30歳未満の人

国民年金保険料の
納付が困難な

20歳以上の学生

所得審査
の対象 本人、世帯主、配偶者 本人、配偶者 本人

申請
締切日

▽平成24年７月～同25年６月分の申請
（すでに申請している人は不要）

＝７月31日（水）まで
▽平成25年４月～同26

年３月分の申請＝同
26年４月30日（水）

まで▽平成25年７月～同26年６月分の申請
＝同26年７月31日（木）まで

国民年金第１号被保険者のみなさんへ ■申請・問い合わせ先
▽市民課国民年金係　
　☎（36）１１２８
▽元気な島づくり課市民サービス係　
　（大島行政センター）
　☎（72）２２１１
▽東福岡年金事務所国民年金課
　☎０９２（６５１）７１２９

【①～③共通事項】
●持参品
▽基礎年金番号が分かるもの（年金手帳や保険料納付案内書）
▽印鑑（本人が申請する場合は不要）
▽代理人が申請する場合は、代理人本人の確認ができるもの
（運転免許証、健康保険証など）

▽学生証（写し可、③の申請のみ必要）
＊失業などで会社を辞めた場合は、離職年月日が確認できる
公的機関の証明（雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険
者離職票など）を持参

●保険料の全額免除申請、若年者納付猶予申請、学生納付特
例申請が承認された場合
　上記申請の承認を受けている期間は、「滞納扱い」にはな
りません。万が一のときにも安心です。
　仮に、障がいや死亡などの事態が生じたときに、その月の
前々月以前の１年間に保険料の滞納があると、障害基礎年金
や遺族基礎年金が受け取れない場合があります。

　日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入することになっています。国民年金
の加入者は、第１号被保険者（自営業者、学生など）、第２号被保険者（厚生年金に加入している会社員、
公務員など）、第３号被保険者（第２号被保険者の被扶養配偶者）の３種類に分かれます。今回のお知ら
せは、第１号被保険者の人が対象の内容です。

○保険料納付案内書を発送○
　平成24年度に「免除（全額、４分の３、
半額、４分の１）」や「若年者納付猶予」
の承認を受けた人には、日本年金機構（東
福岡年金事務所）から平成25年度の ｢国
民年金保険料納付案内書」が７月上旬に
発送されます。
＊ただし、継続審査の対象になっている
人には発送されません
＊就職して厚生年金や共済組合に加入し
た場合は破棄してください

 　現在、保険料の納付が困難な人には、
所得審査対象者の所得が基準以下の人を

対象とした「免除」「若年者納付猶予」「学
生納付特例」の制度があります。

○保険料の追納ができます○
　免除、若年者納付猶予や学生納付特例
の承認を受けた期間の保険料は、10年以
内であれば納めること（追納）ができます。
　３年度目以降は保険料に加算金が付き
ます。余裕ができたら早めに追納しましょ
う。追納しなかった場合は、老齢基礎年
金が減額されます。
　追納を希望する場合は、問い合わせ先
に相談してください。
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